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【管理不全空家】指導等実施フロー図

空
家
対
策
庁
内
会
議
に
報
告

指
導
書
の
送
付

認
定
書
の
送
付

勧
告
書
の
送
付

空
家
協
議
会

固定資産税等の
住宅用地特例を解除

管理不全に該当する項目が改善され次第、経過観察

認定から勧告まで相当程度の期間が必要

何度か繰り返す

相当期間

資料２

判
定
表
で
点
数
化

認
定

協議会条例
第２条にもとづき

認定

相当期間


